意　　見　　書

東串良町長　宮原　順　殿

農業経営基盤強化促進法第18条の規定に基づき、下記農地の地域計画変更に係る意見については、下記のとおりです。

記

１．地域計画変更の目的　　農用地区域からの除外

２．申出地　　　　　　　　池之原2404‐１、池之原2405‐１、池之原2406‐１、
池之原2407‐１、池之原2408‐１、池之原2409‐１、
池之原2410‐１、池之原2411‐１、池之原2412‐１、
池之原2413‐１、池之原2414‐１、池之原2415‐１、
池之原2416‐１、池之原2416‐２

３．地域計画地域名　　　　池之原街道地域

４．意見
	



　　　　　　　年　　　月　　　日
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